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(57)【要約】
　取付け装置は、水平に支持可能なビーム（１０２）と
、電子装置と連結する１つ又は多数の取付けブラケット
（１０６、１０８）とを備えている。ビームはあらゆる
数の支持面においても支持可能である。取付けブラケッ
ト（１０６、１０８）は、ビームの設置中にブラケット
が捩れるのを阻止する突起（１４６）を備えている。ブ
ラケット内の１つ又は多数の円形リブ（１５８、１８２
）は、湾曲ビームの使用に適合するようになっている。
取付けブラケットは、電子装置をビームに沿った長手方
向における所定の位置に位置決めすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置用の取付け装置において、長軸を有する細長いビームと、電子装置に連結され
るように構成された少なくとも１つのブラケットとを備え、前記ブラケットは本体を備え
、前記本体は、前記ビームを挿通させて収容するように構成された穴と、前記本体から前
記穴内に延在する１対の互いに離間したリブであって、前記ビームが前記穴内に収容され
たとき、前記ビームと係合するように構成された前記リブとを備えていることを特徴とす
る取付け装置。
【請求項２】
　前記ビームは断面形状が円筒であり、前記長軸が湾曲されていることを特徴とする請求
項１に記載の取付け装置。
【請求項３】
　前記ビームはブラケット係合部を備え、前記ブラケットの前記本体は前記穴内に収容可
能なビーム係合部を備え、前記ブラケット係合部及び前記ビーム係合部は、前記ビームが
前記穴内に収容されたときに協働し、前記ブラケットが前記ビームを中心として回転する
のを阻止していることを特徴とする請求項１に記載の取付け装置。
【請求項４】
　前記ブラケット係合部はスロットを備え、前記ビーム係合部は前記スロット内に収容さ
れるように構成された突起を備えていることを特徴とする請求項３に記載の取付け装置。
【請求項５】
　前記ブラケット係合部は前記ビームの前記長軸に沿って延在していることを特徴とする
請求項３に記載の取付け装置。
【請求項６】
　前記ビーム係合部は前記本体から前記穴内に延在する突起を備え、前記ブラケット係合
部は、前記突起を収容するように構成された前記ビーム内に、対応する形状の開口を備え
、これによって、前記ブラケットが、前記ビームに沿って摺動するのを阻止されているこ
とを特徴とする請求項３に記載の取付け装置。
【請求項７】
　前記ビームは、所定の曲率半径を有していることを特徴とする請求項１に記載の取付け
装置。
【請求項８】
　前記ブラケットは、開位置と閉位置との間で互いに回動可能に連結される上側ブラケッ
ト部材と下側ブラケット部材とを備え、前記上側ブランケット部材及び下側ブラケット部
材は、前記閉位置にあるときに、前記上側ブラケット部材と下側ブラケット部材との間に
前記穴を形成していることを特徴とする請求項１に記載の取付け装置。
【請求項９】
　前記ブラケットは、前記閉位置にあるときに前記上側ブラケット部材を前記下側ブラケ
ット部材に係止する係止アセンブリを備えていることを特徴とする請求項８に記載の取付
け装置。
【請求項１０】
　前記ビームの前記長軸を水平面に位置決めするために、前記ビームに連結される支持体
をさらに備えていることを特徴とする請求項１に記載の取付け装置。
【請求項１１】
　電子装置用の取付け装置において、長軸を有する細長いビームであって、ブラケット係
合部を有する前記ビームと、電子装置に連結されるように構成された少なくとも１つのブ
ラケットとを備え、前記ブラケットは、下側ブラケット部材に回動可能に取り付けられる
上側ブラケット部材を備え、前記上側ブラケット部材は前記下側ブラケット部材との間に
穴を形成しており、前記上側ブラケット部材及び前記下側ブラケット部材の１つは前記穴
内に収容可能なビーム係合部を備え、前記ビーム係合部は、前記ビームが前記穴内に収容
されたときに、前記ブラケット係合部と協働し、前記ブラケットが前記ビームを中心に捩
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れるのを阻止していることを特徴とする取付け装置。
【請求項１２】
　前記ビームは、断面形状が円筒であり、曲率半径を有していることを特徴とする請求項
１１に記載の取付け装置。
【請求項１３】
　前記ブラケット係合部はスロットを備え、前記ビーム係合部は前記スロット内に収容さ
れるように構成された突起を備えていることを特徴とする請求項１１に記載の取付け装置
。
【請求項１４】
　前記ビーム係合部は前記ブラケットから前記穴内に延在する突起を備え、前記ブラケッ
ト係合部は、前記突起を収容するように構成された前記ビーム内に、対応する形状の開口
を備え、これによって、前記ブラケットが前記ビームに沿って摺動するのをさらに阻止さ
れていることを特徴とする請求項１１に記載の取付け装置。
【請求項１５】
　前記ブラケットは、前記閉位置にあるときに前記上側ブラケット部材を前記下側ブラケ
ットに係止する係止アセンブリを備えていることを特徴とする請求項１１に記載の取り付
け装置。
【請求項１６】
　前記ビームを水平面に位置決めするために、前記ビームに連結される支持体をさらに備
えていることを特徴とする請求項１１に記載の取付け装置。
【請求項１７】
　電子装置を細長いビームに連結するように構成されている取付けブラケットにおいて、
本体を備え、前記本体は、前記ビームを挿通させて収容するように構成された穴と、前記
本体から前記穴内に延在する互いに離間された１対のリブであって、前記ビームが前記穴
内に収容されたときに前記ビームと係合するように構成された前記１対のリブとを備えて
いることを特徴とする取付けブラケット。
【請求項１８】
　前記穴は第１端及び第２端を備え、前記１対のリブの一方は前記第１端に隣接して配置
され、前記１対のリブの他方は前記第２端に隣接して配置されていることを特徴とする請
求項１７に記載のブラケット。
【請求項１９】
　前記１対のリブは前記ビームと係合するように構成された湾曲した内面を備えているこ
とを特徴とする請求項１８に記載のブラケット。
【請求項２０】
　前記本体は前記穴内に収容可能なビーム係合部を備え、前記ビーム係合部は、前記穴に
収容されたときに前記ビームの一部と協働し、前記ブラケットが前記ビームを中心として
捩じれるのを阻止するように構成されていることを特徴とする請求項１７に記載のブラケ
ット。
【請求項２１】
　前記ビーム係合部は前記穴内に内向きに延在する突起を備えていることを特徴とする請
求項２０に記載のブラケット。
【請求項２２】
　前記ビーム係合部は、前記穴内に収容されるときに前記ビームと協働し、前記ブラケッ
トが前記ビームに沿って摺動するのを阻止するように構成された突起を備えていることを
特徴とする請求項２０に記載のブラケット。
【請求項２３】
　前記本体は開位置と閉位置との間で互いに回動可能に連結される上側ブラケット部材と
下側ブラケット部材とを備え、前記上側ブラケット部材及び下側ブラケット部材は、前記
閉位置にあるときに、前記上側ブラケット部材と下側ブラケット部材との間に前記穴を形
成していることを特徴とする請求項１７に記載のブラケット。
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【請求項２４】
　前記ブラケットは、前記閉位置にあるときに前記上側ブラケット部材を前記下側ブラケ
ット部材に係止する係止アセンブリを備えていることを特徴とする請求項２３に記載のブ
ラケット。
【請求項２５】
　電子装置を細長いビームに連結するように構成された取付けブラケットにおいて、下側
ブラケット部材に回動可能に取り付けられる上側ブラケット部材を備え、前記上側ブラケ
ット部材は前記下側ブラケット部材との間に穴を形成しており、前記上側ブラケット部材
及び前記下側ブラケット部材の一つは前記穴内に収容可能なビーム係合部を備え、前記ビ
ーム係合部は、前記ビームが前記穴内に収容されたときに、前記ビームの一部と協働し、
前記ブラケットが前記ビームを中心として捩じれるのを阻止するように構成されているこ
とを特徴とする取付けブラケット。
【請求項２６】
　前記穴は第１端及び第２端を備え、前記ブラケットは第１リブ及び第２リブをさらに備
え、前記第１リブは前記第１端に隣接して配置され、前記第２リブは前記第２端に隣接し
て配置されていることを特徴とする請求項２５に記載のブラケット。
【請求項２７】
　前記リブは、前記ビームに係合するように構成された湾曲した内面を備えていることを
特徴とする請求項２６に記載のブラケット。
【請求項２８】
　前記ビーム係合部は前記穴内に内向きに延在する突起を備えていることを特徴とする請
求項２５に記載のブラケット。
【請求項２９】
　前記ビーム係合部は、前記穴内に収容されたときに前記ビームの一部と協働し、前記ブ
ラケットが前記ビームに沿って摺動するのを阻止するように構成された突起を備えている
ことを特徴とする請求項２５に記載のブラケット。
【請求項３０】
　電子装置を細長いビームに連結するように構成された取付けブラケットにおいて、本体
を備え、前記本体は、前記ビームを挿通させて収容するように構成された穴と、前記ビー
ムが前記穴内に収容されるときに前記本体が前記ビームを中心として捩じれるのを阻止す
る手段と、前記ビームが前記穴内に収容されたとき、互いに離間した位置で、前記ビーム
の表面と係合する手段とを有することを特徴とする取付けブラケット。
【請求項３１】
　前記本体は、開位置と閉位置との間で回動可能に連結された上側ブラケット部材と下側
ブラケット部材とを備え、前記上側ブラケット部材及び下側ブラケット部材は、前記閉位
置にあるときに前記上側ブラケット部材と下側ブラケット部材との間に前記穴を形成して
いることを特徴とする請求項３０に記載のブラケット。
【請求項３２】
　前記本体は、前記閉位置にあるときに前記上側ブラケット部材を前記下側ブラケット部
材に固定する係止アセンブリをさらに備えていることを特徴とする請求項３１に記載のブ
ラケット。
【請求項３３】
　前記電子装置を前記本体に取り付ける手段をさらに備え、前記本体に対する前記電子装
置の相対的な位置が調整可能になっていることを特徴とする請求項３０に記載のブラケッ
ト。
【請求項３４】
　電子装置を湾曲した細長いビームに連結するように構成された取付けブラケットにおい
て、開位置と閉位置との間で下側ブラケット部材に回動自在に取り付けられる上側ブラケ
ット部材を備え、前記上側ブラケット部材及び前記下側ブラケット部材は、前記閉位置に
あるときに、前記上側ブラケット部材と前記下側ブラケット部材との間に穴を形成し、前
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記穴は、互いに離間された第１端及び第２端を備え、前記上側ブラケット部材及び下側ブ
ラケット部材から前記穴内に延在する第１リブ及び第２リブを備え、前記第１リブは前記
第１端に隣接して配置され、前記第２リブは前記第２端に隣接して配置され、前記リブの
各々は、前記穴に収容されたときに、前記ビームの表面と係合するように構成され湾曲し
た内面を備えており、前記穴内に収容可能なビーム係合部であって、前記穴内に収容され
たときに前記ビームの一部と協働し、前記ブラケットが前記ビームを中心として捩れるの
を阻止するように構成されたビーム係合部とを備えていることを特徴とする取付けブラケ
ット。
【請求項３５】
　電子装置用の取付け装置において、細長いビームを備え、電子装置を前記細長ビームに
連結するように構成された取付けブラケットを備え、前記ブラケットは本体を備え、前記
本体は、前記ビームを挿通させて収容するように構成された穴と、前記ビームが前記穴内
に収容されたとき、前記本体が前記ビームを中心として捩れるのを阻止する手段と、前記
ビームが前記穴内に収容されたとき、互いに離間された位置で前記ビームの表面と係合す
る手段とを備えていることを特徴とする取付け装置。
【請求項３６】
　前記ブラケットは、開位置と閉位置との間で互いに回動可能に連結される上側ブラケッ
ト部材及び下側ブラケット部材を備え、前記上側ブラケット部材及び下側ブラケット部材
は、前記閉位置にあるときに、前記上側ブラケット部材と下側ブラケット部材との間に前
記穴を形成していることを特徴とする請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ブラケットは、前記閉位置にあるときに、前記上側ブラケット部材を前記下側ブラ
ケット部材に固定する係合アセンブリを備えていることを特徴とする請求項３６に記載の
装置。
【請求項３８】
　電子装置用の取付け装置において、長軸を有する湾曲した細長いビームを備え、前記ビ
ームは前記軸に沿って延在するブラケット係合部を備えており、前記電子装置を前記ビー
ムに連結するように構成された少なくとも１つの取付けブラケットを備え、前記ブラケッ
トは、開位置と閉位置との間で下側ブラケット部材に回動可能に取り付けられる上側ブラ
ケット部材を備え、前記上側ブラケット部材及び前記下側ブラケット部材は、前記閉位置
にあるときに、前記上側ブラケット部材と前記下側ブラケット部材との間に穴を形成し、
前記穴は、互いに離間した第１端及び第２端を有する前記上側ブラケット部材を備え、前
記上側ブラケット部材及び前記下側ブラケット部材から前記穴内に延在する第１リブ及び
第２リブを備え、前記第１リブは前記第１端に隣接して配置され、前記第２リブは前記第
２端に隣接して配置され、前記第１リブ及び前記第２リブの各々は、前記穴に収容された
ときに前記ビームの表面と係合するように構成され湾曲した内面を有する前記第１リブ及
び前記第２リブを備え、前記穴内に収容可能なビーム係合部であって、前記穴内に収容さ
れたときに前記ビームの前記ブラケット係合部と協働し、前記ブラケットが前記ビームを
中心として捩れるのを阻止するように構成されたビーム係合部を備えていることを特徴と
する取付け装置。
【請求項３９】
　前記ブラケット係合部はスロットを備え、前記ビーム係合部は突起を備えていることを
特徴とする請求項３８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本発明は、「水平支持体用の電子装置の取付けブラケット」の表題で２００４年６月１
８日に出願された米国特許出願第１０／８７１，７９９号の利得を主張するものであり、
この出願の開示は参照することによって、ここに含まれるものとする。
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【背景技術】
【０００２】
　平面スクリーンモニタのような電子装置又は他の電子機器は、使用時に多種多様な既知
の調整可能なスタンド及び／又は伸張アームによって支持されている。例えば、モニタを
支持面に取り付ける調整可能な伸張アームが、米国特許第６，６０９，６９１号明細書か
ら知られている。この特許の開示は参照することによって、ここに含まれるものとする。
この特許の伸張アームは、１対の入れ子にされた溝部材から構成され、これらの溝部材は
、そこに連結された電子装置を所望の高さに上下させる調整可能な平行四辺形を形成して
いる。このような伸張アームは、モニタを目のレベル又は他の所望の高さに合わせるよう
に机又は他の面から持上げることが望まれる場合に有用である。米国特許第６，４９９，
７０４号明細書は、基部と、基部に取り付けられたポールと、ポールに配置可能なカラー
とを有するポールスタンドを開示している。この特許の開示は、参照することによって、
ここに含まれるものとする。この特許のカラーは種々の連結部品を取付けることができる
支持マウントを備え、この支持マウントがモニタのような電子装置に取付けられることが
可能となる。
【０００３】
　これらの既知の調整可能なスタンド及び伸張アームが存在するにもかかわらず、電子装
置用の調整可能な支持体とその支持体と共に用いられる取付けブラケットのさらなる改良
が望まれている。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明の実施形態によれば、電子装置用の取付け装置が記載されている。前記取付け装
置は、長軸を有する細長いビームと、電子装置に連結されるように構成された少なくとも
１つのブラケットとを備えている。前記ブラケットは本体を備え、前記本体は、前記ビー
ムを挿通させて収容するように構成された穴と、前記本体から前記穴内に延在する１対の
互いに離間したリブであって、前記ビームが前記穴内に収容されたとき、前記ビームと係
合するように構成された前記リブとを備えている。
【０００５】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子装置用の取付け装置が記載されている。長
軸を有する細長いビームであって、ブラケット係合部を有する前記ビームと、電子装置に
連結されるように構成された少なくとも１つのブラケットとを備えている。前記ブラケッ
トは下側ブラケット部材に回動可能に取り付けられた上側ブラケット部材を備え、前記上
側ブラケット部材は前記下側ブラケット部材との間に穴を形成しており、前記上側ブラケ
ット部材及び前記下側ブラケット部材の１つは前記穴内に収容可能なビーム係合部を備え
、前記ビームが前記穴内に収容されたときに前記ビーム係合部は前記ブラケット係合部と
協働し、前記ブラケットが前記ビームを中心に捩れるのを阻止している。
【０００６】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子装置を細長いビームに連結するように構成
されている取付けブラケットが記載されている。前記ブラケットは、本体を備え、前記本
体は、前記ビームを挿通させて収容するように構成された穴と、前記本体から前記穴内に
延在する互いに離間された１対のリブであって、前記ビームが前記穴内に収容されたとき
に前記ビームと係合するように構成されている前記１対のリブを備えていることを特徴と
する取付けブラケット。
【０００７】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子装置を細長いビームに連結するように構成
された取付けブラケットが記載されている。前記ブラケットは、下側ブラケット部材に回
動可能に取り付けられる上側ブラケット部材を備え、前記上側ブラケット部材は前記下側
ブラケット部材との間に穴を形成しており、前記上側ブラケット部材及び前記下側ブラケ
ット部材の一つは前記穴内に収容可能なビーム係合部を備え、前記ビーム係合部は、前記
ビームが前記穴内に収容されたときに、前記ビームの一部と協働し、前記ブラケットが前
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記ビームを中心として捩じれるのを阻止するように構成されている。
【０００８】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子装置を細長ビームに連結するように構成さ
れた取付けブラケットが記載されている。前記ブラケットは、本体を備え、前記本体は、
ビームを挿通させて収容するように構成された穴と、前記ビームが穴内に収容されるとき
、前記本体が前記ビームを中心として捩じれるのを阻止する手段と、前記ビームが前記穴
内に収容されたとき、互いに離間した位置で、前記ビームの表面と係合する手段とを有し
ている。
【０００９】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子装置を湾曲した細長いビームに連結するよ
うに構成された取付けブラケットが記載されている。前記ブラケットは、開位置と閉位置
との間で下側ブラケット部材に回動自在に取り付けられる上側ブラケット部材を備え、前
記上側ブラケット部材及び下側ブラケット部材は、前記閉位置にあるときに、前記上側ブ
ラケット部材と前記下側ブラケット部材との間に穴を形成し、前記穴は、互いに離間され
た第１端及び第２端を備え、前記上側ブラケット部材及び前記下側ブラケット部材から前
記穴内に延在する第１リブ及び第２リブを備え、前記第１リブは前記第１端に隣接して配
置され、前記第２リブは前記第２端に隣接して配置され、前記リブの各々は、前記穴に収
容されたときに、前記ビームの表面と係合するように構成され湾曲した内面を備えており
、前記穴内に収容可能なビーム係合部を備え、前記穴内に収容されたときに前記ビームの
一部と協働し、前記ブラケットが前記ビームを中心として捩れるのを阻止するように構成
された前記ビーム係合部とを備えている。
【００１０】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子装置用の取付け装置が記載されている。前
記取付け装置は、細長いビームを備え、電子装置を前記細長ビームに連結するように構成
された取付けブラケットを備え、前記ブラケットは本体を備え、前記本体は、前記ビーム
を挿通させて収容するように構成された穴と、前記ビームが前記穴内に収容されたとき、
前記本体が前記ビームを中心として捩れるのを阻止する手段と、前記ビームが前記穴内に
収容されたとき、互いに離間された位置で前記ビームの表面と係合する手段とを備えてい
る。
【００１１】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、電子装置用の取付け装置が記載されている。前
記取付け装置は、長軸を有する湾曲した細長いビームを備え、前記ビームは前記軸に沿っ
て延在するブラケット係合部を備えており、電子装置を前記ビームに連結するように構成
された少なくとも１つの取付けブラケットを備え、前記ブラケットは、開位置と閉位置と
の間で下側ブラケット部材に回動可能に取り付けられる上側ブラケット部材を備え、前記
上側ブラケット部材及び前記下側ブラケット部材は、前記閉位置にあるときに、前記上側
ブラケット部材と前記下側ブラケット部材との間に穴を形成し、前記穴は、互いに離間し
た第１端及び第２端を有する前記上側ブラケット部材を備え、前記上側ブラケット部材及
び前記下側ブラケット部材から前記穴内に延在する第１リブ及び第２リブを備え、前記第
１リブは前記第１端に隣接して配置され、前記第２リブは前記第２端に隣接して配置され
、前記第１リブ及び前記第２リブの各々は、前記穴に収容されたときに前記ビームの表面
と係合するように構成され湾曲した内面を有する前記第１リブ及び前記第２リブを備え、
前記穴内に収容可能なビーム係合部であって、前記穴内に収容されたときに前記ビームの
前記ブラケット係合部と協働し、前記ブラケットが前記ビームを中心として捩れるのを阻
止するように構成されたビーム係合部を備えている。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、連結される電子装置のレベルを調整する取付け
装置が記載されている。前記取付け装置は、長軸を有する細長いビームと、前記電子装置
に連結されるように構成された少なくとも１つのブラケットとを備えている。前記ブラケ
ットは、本体を備え、前記本体は、前記ビームを挿通させて収容するように構成された穴
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と、レベルを調整する手段であって、前記本体に関連してそこに連結されたときに前記電
子装置のレベルを調整する手段とを有している。
【００１３】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、連結される電子装置のレベルを調整する取付け
装置が記載されている。前記取付け装置は、長軸を有する細長いビームと、前記電子装置
に連結されるように構成された少なくとも１つのブラケットとを備えている。前記ブラケ
ットは、ネジ付き開口と、前記ビームを挿通させて収容するように構成された穴と、一端
に開口を有し、本体のネジ付き開口内に螺合可能に収容される雄ネジ付きブッシュとを有
する前記本体と、前記電子装置を前記ブラケットに連結させるために前記ブッシュの開口
内に収容される連結装置とを備え、前記ブッシュを回転させて本体内に前進させることに
よって、電子装置のレベルが調整され得るようになっている。
【００１４】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、連結される電子装置のレベルを調整する取付け
ブラケットが記載されている。前記ブラケットは、電子装置と連結するようにされた本体
と、レベルを調整する手段であって、前記本体に関連してそこに連結されたときに前記電
子装置のレベルを調整する手段とを有している。
【００１５】
　本発明のさらに他の実施形態によれば、連結される電子装置のレベルを調整する取付け
ブラケットが記載されている。前記ブラケットは、ネジ付き開口と、一端に開口を有し、
本体の前記ネジ付き開口内に螺合可能に収容される雄ネジ付きブッシュとを有する前記本
体と、前記電子装置を前記本体に連結させるために前記ブッシュの開口内に収容される連
結装置とを備え、前記ブッシュを回転させて前記本体内に前進させることによって、前記
電子装置のレベルが調整され得るようになっている。
【００１６】
　本発明の主題は、明細書の結論部において、特に指摘され、他と区別して主張されてい
る。しかし、本発明は、その特徴、目的、及び利点と共に、構成及び操作の方法の両方に
関して、添付の図面に目を通し、以下の詳細な説明を参照することによって、最もよく理
解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図面に示される本発明の好ましい実施形態を説明するに際して、明確にするために、具
体的な用語が用いられる。しかし、本発明は、そのように選択された具体的な用語に制限
されることを意図するものではなく、具体的な用語の各々は、同様の目的を果たすために
同様に機能する技術的な等価物の全てを含むものと理解されるべきである。
【００１８】
　以下、図面について説明する。図面では、同様の参照番号が同様の要素を指すものとす
る。図１には、総称的に参照番号１００で表される取付け装置が示されている。取付け装
置１００は、細長いビーム１０２と、細長いビーム１０２と共に用いられる少なくとも１
つの取付けブラケットとを備えている。図１に示される実施形態では、取付け装置１００
は、複数の取付けブラケット１０４，１０６，１０８を備えている。取付けブラケット１
０４，１０６，１０８の構造については、後述する。平面スクリーンモニタ１１０のよう
な電子装置が、例えば、米国特許第６，５０５，９８８号明細書から知られているような
チルタ装置１１２によって、取付けブラケットの各々に連結されている。この特許の開示
は、参照することによって、ここに含まれるものとする。ビーム１０２は、スタンド１１
６によって、水平方向に広がる床１１４に支持されている。以下に説明するように、ビー
ム１１２は、必要に応じて、天井、垂直壁、又はオフィス備品に支持されてもよい。
【００１９】
　図２を参照すると、取付けブラケットを介して、電子装置を支持するように構成された
ビーム１０２の一実施形態が示されている。ビーム１０２は、円断面と所定の曲率半径と
を有する細長部材として構成されている。図示されるように、ビーム１０２は、アルミニ
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ウムのような軽金属などから中実ビームとして構成されている。ビーム１０２は、プラス
チックや強化プラスチックのような他の材料から構成されてもよく、中空管状部材又は金
属充填材やプラスチック充填材のような二次的な材料が充填された中空管状部材として構
成されても良いことが意図されている。
【００２０】
　好ましい実施形態では、ビーム１０２は、円断面の形状を有している。これによって、
ビーム１０２を所望の曲率半径に曲げることが容易になる。しかし、ビーム１０２は、他
の幾何学形状、例えば、多角形、正方形、楕円、などを有していてもよいことが意図され
ている。ビーム１０２は、好ましい実施形態によれば、所定の曲率半径を有しているが、
必要に応じて、曲率半径のない線状であっても良いことが理解されるべきである。
【００２１】
　ビーム１０２は、細長いスロット１１８の形態にあるブラケット係合部を備えている。
スロット１１８の断面形状は、種々の形態、例えば、矩形、鍵穴、多角形などを有してい
てもよい。スロット１１８は、例えば、ビーム１０２の直径と重なって、ビーム１０２の
略中心に位置するビーム１０２の長軸１１９に沿って、延在している。図示されるように
、スロット１１８は、大きな曲率半径を有するビーム１０２の側部、すなわち、ビームの
外側部に形成されている。しかし、スロット１１８は、小さい曲率半径を有するビームの
面部、すなわち、内向きの面部に設けられてもよいことが意図されている。スロット１１
８は、ビーム１０２の一端から他端へ延在する連続的なスロットとして示されているが、
多数の不連続なセグメントとして形成されても良いことが意図されている。
【００２２】
　以下、図３～６を参照して本発明の一実施形態によって構成される取付けブラケットに
ついて説明する。取付けブラケット１０６，１０８は、所定の位置に固定する目的で、ビ
ーム１０２に沿って摺動されるように構成されている。一方、取付けブラケット１０４は
ビーム１０２に沿った定位置を有することが意図されている。取付けブラケット１０４の
構造については、後述する。図３に最もよく示されているように、取付けブラケット１０
６，１０８は、本体１２０から構成されている。この本体１２０は、上側ブラケット部材
１２２と、下側ブラケット部材１２４と、任意選択的に、ブッシュ１２６とを備えている
。
【００２３】
　上側ブラケット部材１２２は、上面１３０と下面１３２とを有するボス１２８を備えて
いる。ネジ付き開口１３４が、上面１３０と下面１３２との間でボス１２８を挿通してい
る。１対の互いに離間したリブ１３６が、一直線に並ぶ挿通穴１３８を有し、ボス１２８
の一端に隣接して下面１３２から外方に延在している。
【００２４】
　内側湾曲面１４２を有する弧状部材１４０が、ボス１２８から外方に延在している。湾
曲面１４２は、円筒ビーム１０２の半径と略対応する半径を有するように、形成されてい
る。これに関連して、内面１４２の形状はビーム１０２の形状と適合している。ビーム１
０２が多角形の断面形状を有する実施形態では、上側ブラケット１２２の内面１４２は、
ビーム１０２に対応した多角形状を有している。
【００２５】
　突起１４６が弧状部材１４０の前縁１４８から内方に延在している。突起１４６は、ビ
ーム１０２に形成されたスロット１１８の断面形状と概ね適合する断面形状を有する細長
体である。これに関連して、突起１４６はスロット１１８内に延在するように構成され、
これによって、取付けブラケットは、突起１４６をスロット１１８内に係合させて、ビー
ム１０２に沿って長手方向に摺動することになる。従って、突起１４６がスロット１１８
と同じ形状を有することは、必要条件ではないことになる。突起１４６は、単一の細長体
として示されているが、互いに離間された多数のセグメントから形成されても良く、又は
弧状部材１４０の長さよりも短い長さの単一の突起であっても良いことが意図されている
。突起１４６.は、弧状部材１４０の内側湾曲面１４２に形成された開口内に内向きに延
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在している。
【００２６】
　弧状部材１４０は、前縁１４８に近接して弧状部材１４０の外方に形成されたボス１５
０を備えている。ボス１５０は開口１５２を有している。この開口１５２は、ネジが切ら
れていても良いし、ネジが切られていなくても良い。後述するように、ボス１５０は、ビ
ーム１０２の周囲に組み立てられる関係にある上側及び下側ブラケット部材１２２、１２
４を固定するための係止アセンブリの一部である。
【００２７】
　ここまで説明したように、弧状部材１４０は内側湾曲面１４２を有しており、内側湾曲
面１４２は、弧状部材１４０の互いに離間した縁１５４，１５６間で略平坦になっている
。細長い湾曲リブ１５８が、各縁１５４，１５６に隣接して、弧状部材１４０の内側湾曲
面１４２から内方に突出している。リブ１５８は曲率半径の中心を概ね有しており、この
曲率半径の中心は弧状部材１４０の内側湾曲面１４２の曲率半径の中心に対応している。
従って、リブ１５８の外縁は、概ね内側湾曲面１４２と同心の円面と平行な円面になって
いる。リブ１５８は、内側湾曲面１４２の縁１５４，１５６とほぼ同じ長さの連続的なリ
ブとして図示されているが、多数の互いに離間したセグメントとして形成されても良いこ
とが意図されている。リブは、一般的に、矩形の断面形状を有しているが、多角形、三角
形、台形のような他の形状を有していてもよい。
【００２８】
　以下、下側ブラケット部材１２４について、図６を参照して説明する。下側ブラケット
部材１２４は、内側湾曲面１６２を有する弧状部材１６０を備えている。内側湾曲面１６
２は、弧状部材１４０の内側湾曲面１４２の曲率半径に略対応する曲率半径によって、画
成されている。内側湾曲面１６２は、ビーム１０２の断面形状と適合するように、内側湾
曲面１４２と略同様の形状をしている。これに関連して、上側及び下側ブラケット部材１
２２，１２４は、図３に示されるような閉状態に組み立てられた関係にあるとき、ビーム
１０２の断面形状を概ね有する挿通穴１６４を画成している。好ましい実施形態では、穴
１６４は、円形状を有しているが、前述したように他の形状も考えられる。穴の長軸は、
ボス１２８のネジ付き開口１３４の長軸と直交して配置されている。
【００２９】
　リブ１６６が、下側ブラケット部材１２４の一端１６８の中心部から外方に延在して形
成されている。リブ１６６は、図５に最もよく示されているように、隙間１７０内に回動
可能に収容されるように構成されており、隙間１７０は上側ブラケット部材１２２の互い
に離間したリブ１３６間に形成されている。リブ１６６は挿通穴１７２を備えており、挿
通穴１７２は上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４を共に回動可能に取付ける軸１
７４を収容するために、リブ１３６の穴１３８と一直線に並んでいる。
【００３０】
　ボス１７６が、弧状部材１６０の他端１７８から外方に延在して設けられている。ボス
１７６は挿通開口１８０を有しており、この挿通開口１８０は、ネジが切られていても良
いし、ネジが切られていなくても良い。組み立てられた関係において、開口１５２，１８
０は、上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４を組立状態になったときに、互いに固
定するボルト、ネジ、又は他の取付け手段を収容するように、互いに一直線に並んで配置
されている。上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４を共に固定するネジが切られて
いるか又はネジが切られていないクランプ、フック、又は他の固定具のような他の係止ア
センブリが用いられても良いことが理解されるべきである。
【００３１】
　リブ１５８と同様の構造を有する細長い湾曲リブ１８２が、弧状部材１６０の側縁１８
４，１８６に隣接して、弧状部材１６０の内側湾曲面１６２から内方に突出して設けられ
ている。対応する上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４のリブ１５８，１８２は、
互いに協働して、上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４のリブ１５８，１８２によ
って形成される半径方向における穴１６４の範囲を画成している。
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【００３２】
　突起１４６は、上側ブラケット部材１２２から内方に延在して形成されるような場合を
説明した。しかし、代替的に突起１４６は下側ブラケット部材１２４から内方に延在する
ように形成されてもよいことが理解されるべきである。第２の突起１４６が、下側ブラケ
ット部材１２４から延在し、上側ブラケット部材１２４の突起と協働して、両方の突起が
ビーム１０２のスロット１１８内に収容されても良いことがさらに意図されている。
【００３３】
　組み立てられた取付けブラケット１０６，１０８が、図３に示されている。前述したよ
うに、下側ブラケット部材１２４は、入れ子にされたリブ１３６，１６６の一直線に並ん
だ穴１３８，１７２を挿通する軸１７４によって、上側ブラケット部材１２２に回動可能
に連結されている。これによって、取付けブラケット１０６，１０８は、突起１４６をス
ロット１１８内に延在させて、ビーム１０２の周囲に配置されることが可能になる。上側
及び下側ブラケット部材１２２，１２４は、例えば、重なっているボス１５０，１７６の
一直線に並んだ開口１５２，１８０を挿通するボルトやネジ又は他のこのようなクランプ
アセンブリによって、共に固定されている。
【００３４】
　図３に最もよく示されているように、ブッシュ１２６は、少なくともその上部の周囲に
雄ネジを有する略中空管状体として構成されている。ブッシュ１２６は、上側ブラケット
部材１２２のネジ付き開口１３４内にネジ係合されるように構成されている。ブッシュ１
２６の下端は、拡大ノブ１８８を備えている。ノブ１８８によって、ブッシュ１２６を手
動で回転させ、ブッシュ１２６を上側ブラケット部材１２２内において前進及び後退させ
ることが容易になっている。ブッシュ１２６は、例えば、チルタ装置１１２、前腕伸張装
置、伸張アーム、又は他のこのような連結装置を介して、電子装置と連結することによっ
て、電子装置を支持する働きをすることとなる。ブッシュ１２６内に設けられた上側開口
内に収容される下向きシャフト（図示せず）を有するチルタ装置１１２が、図３に部分的
に示されている。ブッシュ１２６の調整機能は、取り付けブラケット１０６，１０８に連
結された電子装置の高さ又はレベルを上下移動する働きがある。これは、電子装置の各々
を同じレベルに配列することに有用である。
【００３５】
　図７を参照すると、ビーム１０２に連結された取付けブラケット１０６，１０８が示さ
れている。これに関連して、上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４は、ビーム１０
２を収容するために、回動可能に開かれることとなる。上側ブラケット部材１２２は、突
起１４６がスロット１１８内に収容された状態で、ビーム１０２の上半分の周りに配置さ
れている。突起１４６が一時的に上側ブラケット部材１２２をビーム１０２に取付けてい
る状態で、下側ブラケット部材１２４が、閉位置に回動され、これによってビームを包囲
している。一直線に並んだボス１５０，１７６内に嵌め込まれたネジ付きボルトによって
、上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４は、ビーム１０２を囲んで共に締め付けら
れることとなる。最終的な締付けの前に、突起１４６がスロット１１８内に延在している
状態で、ブラケット１０６，１０８をビーム１０２に沿って摺動させ、所望の位置に配置
させることが可能となる。一旦配置されると、取付けブラケット１０６，１０８は、ボル
ト又は他の締付けアセンブリを前述したように締め付けることによって、ビームに強固に
固定されることとなる。
【００３６】
　平面スクリーンモニタ１１０は、例えば、チルタ装置１１２を介して、取付けブラケッ
ト１０６，１０８の各々に連結されている。しかし、米国特許第６，６０９，６９１号に
記載されているように、伸張アーム、前腕伸張装置、又は他の適切なアセンブリのような
他の連結装置が用いられても良い。図１に示されているように、ブッシュ１２６は、モニ
タ１１０の各々を、所望の高さに配置させるため、上昇又は下降させることに用いられて
いる。好ましい実施形態では、モニタ１１０の各々は、それらの上下縁を互いに一直線に
並べて、共通の水平面に配置されている。モニタ１１０の各々の高さ調整は、ブッシュ１
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２６をノブ１８８によって回転させることによって達成されることとなる。複数のモニタ
１１０又は他の電子装置を収容するために、あらゆる数の取付けブラケット１０６，１０
８が、ビーム１０２の長さに応じてビーム１０２に連結されていても良い。
【００３７】
　図８を参照すると、上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４は、円筒形状をなす平
坦な内側湾曲面１４２，１６２を備えている。ビーム１０２が曲率半径を有しているので
、ビーム１０２の外面は、参照番号１９０によって示される単一の略中点において、上側
及び下側ブラケット部材１２２，１２４の内側湾曲面１４２，１６２と係合している。内
側湾曲面１４２、１６２の側縁から延在しているリブ１５８，１８２は、２つの互いに離
間した外接位置において、ビーム１０２の外面と係合している。取付けブラケットは上側
及び下側ブラケット部材１２２，１２４により加えられた圧縮力を介して連結されており
、リブ１５８，１８２とビーム１０２との係合によって、取付けブラケットのビームに対
する機械的な連結が高められている。これによって、取付けブラケットの構造が簡素化さ
れる。代替的な実施形態では、湾曲した内面１４２，１６２は、ビーム１０２の断面形状
とその曲率半径の両方を含む複合曲線の形態であっても良い。
【００３８】
　図９を参照して、以下、本発明の他の実施形態による取付けブラケット１０４の構造に
ついて説明する。前述したように、取付けブラケット１０６，１０８は、所定の位置に配
置する目的で、ビーム１０２に沿って摺動されるように構成されている。一方、取付けブ
ラケット１０４は、ビーム１０２に沿った所定の定位置に配置されるように構成されてい
る。この目的を達成するために、取付けブラケット１０４は、上側ブラケット部材１２２
の内側湾曲面１４２から外方に延在する垂下突起１９２を備えている。突起１９２は、ビ
ーム１０２内に設けられた対応する開口（図示せず）の形状に適合する形状を有している
と良い。例えば、突起１９２はビーム１０２内の円形開口内に収容される形状を有してい
る。しかしながら、円形突起１９２はビーム１０２内の正方形又は多角形の開口内にも嵌
合することに留意するべきである。ビーム１０２内の開口は、取付けブラケット１０４を
ビーム１０２内の開口に連結するために、１つ又は多数の所定の個所に形成されている。
突起１９２は、必要に応じて、下側ブラケット部材１２４から延在して設けられても良い
ことが意図されている。突起１９２を備える取付けブラケット１０４の構造によって、通
常、取付けブラケット１０６，１０８に関して述べたようなビーム１０２のスロット１１
８内に収容されるように構成された突起１４６を設ける必要がない。１つの突起１９２し
か示されていないが、互いに離間された多数の突起が取付けブラケット１０４内に含まれ
てもよいことが理解されるべきである。下向きシャフト１９４が、下側ブラケット部材１
２４から外方に延在している。シャフト１９４は、図１に示されるような水平に配向され
たビーム１０２を支持するスタンド１１６内に収容されるように構成されている。一般的
に、他のあらゆる点で、取付けブラケット１０４の構造は、取付けブラケット１０６，１
０８の構造と類似している。
【００３９】
　一実施形態では、取付けブラケット１０４は、床１１４に支持された又は天井や垂直壁
に取り付けられたスタンド１１６を介してビームを支持するために、ビーム１０２に沿っ
た中心でかつその幅の中点に配置されている。ビーム１０２は、必要に応じて、デスク又
は他の構造体に支持され得ることも意図されている。ビーム１０２は、互いに離間した多
数の個所に配置された複数の取付けブラケット１０４を用いて、この場合、各取付けブラ
ケット１０４をスタンド１１４または他の支持構造に連結させて、また、摺動可能な取り
付けブラケット１０６，１０８を用いて、又は用いることなく、支持されてもよいことが
意図されている。従って、平面スクリーンモニタ１１０なあらゆる電子装置をビーム１０
２に沿った種々の位置に支持するために、取付けブラケット１０４，１０６，１０８は、
互いに組合わされて、用いられることができる。
【００４０】
　図１０を参照すると、他の実施形態による取付けブラケット１９６が示されている。取
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付けブラケット１９６は、前述した取付けブラケット１０６，１０８の構造と同様の構造
を備えている。取付けブラケット１９６は、図１１に詳細に示される取外し可能な突起１
９８を備えるように構成されている。突起１９８は、１対の互いに離間した脚２００，２
０２によって、Ｕ形状を有する平面体として形成されている。脚２００，２０２は、ビー
ム１０２のスロット１１８内に収容されるような寸法と形状を有している。
【００４１】
　突起１９８は、上側及び下側ブラケット部材１２２，１２４の自由端の間に配置され、
脚２００，２０２が上側及び下側ブラケット部材によって形成された穴１６４内に内向き
に延在している。突起１９８の本体は、取付けブラケット１９６の上側ボス２０４又は下
側ボス２０６のいずれかに取り付けられている。このボス２０４又は２０６は、突起１９
８の開口２１０と一直線に配置される対応する開口２０８を有している。ネジ、ボルト、
又は他の固定部材が、突起１９８を上側ブラケット部材１２２又は下側ブラケット部材１
２４のいずれかに固定するために、一直線に並んだ開口内に挿入されると良い。一般的に
、他のあらゆる点において、取付けブラケット１９６の構造は、取付けブラケット１０６
，１０８の構造と類似している。突起１９８は、Ｕ形状を有するように開示されているが
、突起１４６と似た矩形体として構成されてもよい。
【００４２】
　本発明の他の実施形態による取付けブラケット２１２が、図１２に示されている。取付
けブラケット２１２は、スロット１１８とは対向して、外方に突出する長手方向延在リブ
２１４を備えるビーム１０２と適合するように構成されている。これに関連して、上側又
は下側取付けブラケット部材１２２，１２４のいずれかの内側湾曲面１４２，１６２が、
対応する細長開口２１６を備えている。一般的に、他のあらゆる点において、取付けブラ
ケット２１２は、前述の取付けブラケットと同様の構造を備えている。
【００４３】
　図１３を参照すると、取付けブラケット２１８の他の実施形態が示されている。前述の
取付けブラケットと違って、取付けブラケット２１８は、電子装置を取付けブラケット２
１８に連結させることが意図されず、むしろ、ビーム１０２を、例えば、スタンド１１６
又は他の支持構造や支持装置に連結させることが意図されている。取付けブラケット２１
８は、上側ブラケット部材２２０と下側ブラケット部材１２４とを備えている。下側ブラ
ケット部材１２４の構造は、図６に関して前述した通りである。図１３に示されるように
、下側ブラケット部材１２４は、図９に示される取付けブラケットに関して述べたように
、突起１４６と下向きシャフト１９４とを備えている。上側ブラケット部材２２０は、図
４及び図５に関して述べたような上側ブラケット部材１２２の構造と、突起１４６とネジ
付き開口１３４とを除けば、類似している。しかし、前述したように、突起１４６は上側
又は下側ブラケット部材のいずれに含まれても良い。上側ブラケット部材２２０は、ネジ
付き開口１３４を有していない。なぜならば、この取付けブラケットは電子装置に連結さ
れることが意図されていないからである。上側ブラケット２２０は、ネジ付き開口１３４
を有する上側ブラケット部材１２２の代わりに、下側ブラケット部材１２４に回動可能に
取り付けられるように構成されている。これによって、取付けブラケットを組立てるとき
に在庫をかかえる必要のある部品の数が、最小限に抑止される。従って、下側ブラケット
部材１２４は、取付けブラケットの用途によって、前述の上側ブラケット部材のいずれに
連結されても良い。
【００４４】
　取付けブラケット２１８は、ビームを支持体に取り付けることに用いられる取付けブラ
ケットとは別に、電子装置をビーム１０２に独立して取り付けることを可能にする。これ
によって、ビーム１０２に沿って電子装置を互いに調整することが容易になる。すなわち
、電子装置を調整するための取付けブラケットの操作は、ビーム１０２を支持体に取り付
けることに用いられる取付けブラケットの位置決め又は取付けに影響を与えることがない
。
【００４５】
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　本発明を具体的な実施形態を参照してここに説明したが、これらの実施形態は、本発明
の原理と応用の単なる例示にすぎないことが理解されるべきである。従って、例示された
実施形態に対する数多くの修正がなされ得ること、及び他の構成が添付の特許請求項の範
囲によって定義される本発明の精神と範囲から逸脱することなく考案され得ることが理解
されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施形態によって構成された取付け装置の正面図である。
【図２】本発明の一実施形態による取付け装置に用いられるように構成された細長いビー
ムの斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態によって構成された取付けブラケットの斜視図である。
【図４】図３に示される取付けブラケットの上側ブラケット部材の上方から見た斜視図で
ある。
【図５】図３に示される取付けブラケットの上側ブラケット部材の下方から見た斜視図で
ある。
【図６】図３に示される取付けブラケットの下側ブラケット部材の正面図である。
【図７】本発明の一実施形態によって構成された取付けブラケットを用いて、湾曲した細
長ビームに取り付けられた複数の電子装置を示す上面図である。
【図８】本発明の一実施形態による湾曲した細長いビームに連結された取付けブラケット
の関係を示す概略図である。
【図９】本発明の他の実施形態によって構成された取付けブラケットの正面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態によって構成された取付けブラケットの斜視図である。
【図１１】図１０に示される取付けブラケットに示される突起の斜視図である。
【図１２】本発明の他の実施形態によって構成された取付けブラケットの正面図である。
【図１３】本発明の他の実施形態によって構成された取付けブラケットの斜視図である。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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